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Ⅰ 改定の趣旨 

１ 目 的 

本村では平成８年度に「豊丘村行政改革大綱」を策定し、平成26年度まで４次にわた

る改定を行い、簡素で効率的かつ効果的な行財政運営の確立に向けた改革を進めてきた

ところである。しかし、人口減少、少子高齢化の進行などにより社会経済情勢が大きく

変化し、行政に対するニーズが複雑・多様化する中、村として対応すべき行政課題は山

積している。また、2027年に予定されているリニア中央新幹線の開業を見据え、各種施

策への取組みも急務となっている。 

国・地方を通じた厳しい財政状況下において、引き続き質の高い公共サービスを効率

的・効果的に提供するためには、行財政の質と効率をより一層高める必要があることか

ら、「豊丘村行政改革大綱」の第５次改定を行い、さらなる行政改革を推進する。 

 

２ 取組期間 

 令和元年度～令和５年度 

 

Ⅱ 基本理念 

改定した大綱に基づく改革は、次に掲げる基本理念のもとに、職員の不断の努力と村

民の理解の中で継続的に取り組んでいく。 

１ 簡素化、効率化、重点化の推進 

２ 行政サ－ビスの向上 

３ 多様化・複雑化する行政需要への対応 

４ 持続可能な財政基盤の確立 

５ 村民との協働と地域連携の推進 

 

  

Ⅲ 具体的方策 

１ 事務事業の見直し 

（1）行政評価システムの活用 

村の行う全ての事務事業について、毎年度実施する「行政評価」の中で、行政の担う

べき責任の領域、関与の必要性、また受益と負担の関係を考慮する中で、旧慣・旧習

にとらわれず見直しを行う。 

見直しの中で、行政の行う必要性が薄く民間に委ねることが適当と判断される事業、

所期の目的が達成あるいは一定の水準に達したと判断される事業、社会情勢の変化等

により存在意義が薄れた事業、また緊急性や事業効果の乏しい事業については廃止も

しくは縮小する。 

 

（2）ＰＤＣＡサイクルの実施 

行事やイベント等の実施に当たっては、漫然と前年度を踏襲して実施するのではなく、

毎年度反省を行い、ＰＤＣＡサイクル（Plan→Do→Check→Action）により翌年度に反
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省を生かすよう努める。 

 

（3）事業のスクラップ＆ビルド 

新規事業の実施や既存事業の拡大を行う場合は、スクラップ＆ビルドを徹底し、将来

的な財政負担や事業実施の人員体制を考慮し、類似事業の廃止・縮小を検討する。 

 

（4）民間委託の推進 

業務の性格、経費、村民の利便性を考慮し、企業や団体等の民間が有するノウハウや

機動性が期待できる業務について、民間委託（アウトソーシング）を積極的に推進す

る。 

実施計画 Ｒ２取組状況・評価 Ｒ３取組状況・評価 

【全庁】 

村内で活動するNPO法人

等と協力し、活力ある村づく

りを推進する。 

地域総合型スポーツクラブ

など、連携を取りながら各種

事業に取り組んでいるが、範

囲は限定的。 

地域総合型スポーツクラブ

など、連携を取りながら各種

事業に取り組んでいる。今後

は、観光、関係人口の創出等

新たな分野における連携を

推進していく。 

【全庁】 

下伊那北部総合事務組合

における５町村での共同処

理、民間委託できる事務の洗

い出し作業を進める。 

水道水の水質検査の共同委

託による発注、結婚相談所に

留まっている。 

水道水の水質検査の共同委

託による発注、ワーキングを

開催し更なる共同発注につ

いて検討を行う。 

【健康福祉課】 

 地域での日常生活支援体

制構築のため、豊丘村社会福

祉協議会の活動を積極的に

支援する。 

豊丘村社会福祉協議会 地域

福祉課に有償生活支援サー

ビス「豊丘おてこ隊」の事務

局を委託し、村(健康福祉課)

と協議しながら事業を進め

ている。社会福祉協議会が担

当することで、細かなニーズ

に沿った支援体制の構築が

可能となった。 

豊丘村社会福祉協議会 地域

福祉課に有償生活支援サー

ビス「豊丘おてこ隊」の事務

局を委託し、村（健康福祉課）

と協議しながら事業を進め

ている。社会福祉協議会が担

当することで、細かなニーズ

に対応できる体制構築とと

もに、登録会員や事業内容の

定期的な見直し等を行って

いる。 

 

（5）補助金等の適正化 

各種補助金については、需要、効果、他自治体とのバランス等を考慮して毎年度見直

しを行い、前例や慣習、固定観念にとらわれず、廃止・削減や重点化を図る。また、

団体・グル－プ等の育成を目的とした補助金は、立ち上げから３年間に限定する。 

扶助費については、必要な人への必要な給付は充実しつつ、個人給付のあり方を見直

し、給付の適正化に努める。 
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実施計画 Ｒ２取組状況・評価 Ｒ３取組状況・評価 

【全庁】 

補助金については、本村

の重点施策、費用対効果を勘

案し、旧慣にとらわれず、増

額・減額・廃止を毎年度検討

する。 

減額、廃止は容易でない状況

にあるが、適切に対応しなけ

ればならない。 

厳しい財政状況下、各種補助

制度の政策効果を見極め、補

助金のスクラップ＆ビルド

に取り組む必要があるが、進

んでいない。 

 

２ 住民との協働の推進 

（1）地区（区・自治会）との協働の推進 

地域の課題に対しては、行政だけではなく、地区（区、自治会）と協働で取り組むこ

とが一層求められている。このような中、村として地区の自主性を尊重しながらハー

ド・ソフト両面について必要な支援を行い、村・地区が一体となった協働による村づ

くりを推進する。 

実施計画 Ｒ２取組状況・評価 Ｒ３取組状況・評価 

【総務課】 

各区において策定した

「地区計画」に村として必

要な支援を行うとともに、

区の自主的な活動を支える

交付金制度等による、積極

的な協働の推進を図る。 

 また、地域づくりのため

の支援金（自らつくる地域

づくり事業交付金等）を拡

充するなど、住民自らの手

による地域づくりへの機運

をさらに高めるとともに、

事業の事例を積極的に周知

する。 

ふるさとづくり交付金等によ

り、適切な支援が行われてい

る。 

半面で、自らつくる地域づく

り事業については、最近低調

な状況がみられるため、地域

づくりへの機運を高める取り

組みを検討しなければならな

い。 

ふるさとづくり交付金、中

山間地域活性化交付金等に

より、引き続き金銭的支援

を行う。 

自らつくる地域づくり事業

については、新たに公園の

維持や地域の山間部の文化

財維持のための事業に活用

された。 

「地区計画」の改定が完了

していない地区があり、支

援が必要である。 

【健康福祉課】 

村民の健康増進のため、

健康推進員と協働で取り組

む。 

健康推進員と協働し、各自治

会で毎年健康学習会を開催し

ている。全65自治会中、令和

元年は50自治会、令和2年は33

自治会で学習会を開催した（2

年は新型コロナの影響で中止

とした自治会あり）。健康推進

員との協働により、毎年の学

習会が定着してきている。 

健康推進員と協働し、各自

治会で毎年健康学習会を開

催している。全65自治会中

令和2年は33自治会、令和3

年は16自治会で学習会を開

催した。毎年の学習会が定

着してきているが、令和2～

3年は、新型コロナの影響で

中止とした自治会が多くな

った。 
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【総務課・環境課・産業建

設課】 

 景観整備を地域と協働し

て行う。 

森林整備事業支援対策補助金

の事業区分に小規模竹林整備

を加え、自治会等による竹林

の景観整備を実施している。

平成30年度には16箇所で

1.3haを、令和元年度は21箇所

で1.9haを実施した。令和2年

度には村単独で破砕機を導

入。更なる整備を推進してい

る。 

森林整備事業支援対策補助

金の事業区分に小規模竹林

整備を加え、個人、自治会

等による竹林の景観整備を

実施している。令和元年度

は21箇所で1.9haを、令和2

年度は29箇所で1.7㏊を実

施した。また、村単独で破

砕機を導入し、更なる整備

を推進している。 

【全庁】 

転入者、移住者や隣組未

加入世帯に対し、ごみ処理

や防災対策など身近な問題

と併せ、地元と協調しなが

ら加入促進を図る。 

 

転入者・移住者については、

定住促進住宅助成金の交付条

件に、自治会・隣組加入を必

須としているため、概ね順調

に加入が図られている。 

 

転入者・移住者については、

定住促進住宅助成金の交付

条件に、自治会・隣組加入

を必須としているため概ね

順調に加入が図られてい

る。しかし、下段の世帯数

の多い自治会では自治会脱

退者も出てきている。 

【総務課・健康福祉課】 

 消防団、日赤奉仕団の必

要性の周知に努め、区・自

治会の協力を得る中で団員

確保を図る。 

消防団員の確保については、

新型コロナの影響も加わり苦

慮している。 

 区・自治会の協力体制の構

築について、検討が必要であ

る。 

消防団員の確保について

は、新型コロナの影響も加

わり、苦慮しているが、区・

自治会に協力を依頼し、勧

誘に取り組んでいる。 

【教育委員会】 

 学校と地域が連携して子

どもを育てる「コミュニテ

ィスクール」「豊丘みらい

塾」等の取組みを推進する。 

地域の教育力の向上を図るた

めに、コミュニティスクール

及び豊丘みらい塾を実施して

きているが、すでに定着化し

ており、学校側としても子ど

もを育てていくうえで、なく

てはならない重要な事業とな

っている。 

新型コロナ感染症の影響た

めに、十分な活動が出来な

かったこともあるが、定着

化しており、学校側として

も子どもを育てていくうえ

で、なくてはならない重要

な事業となっている。 

【総務課・産業建設課】 

 区の財政・運営基盤を強

化するため、区を認可地縁

団体とするよう村として支

援する。 

生産森林組合の組織変更に合

わせて支援を行い、6地区が認

可地縁団体へ移行することが

できた。 

林里･佐原地区が未設立の状

況であり、必要性を検討する。 

現在、河野区・堀越区・田

村区・伴野区・福島区・壬

生沢区は認可地縁団体に移

行したが、林区はできてい

ないことから、地区として

の必要性を検証し、必要な

支援を実施。 
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（2）多様な村民の意見の反映 

各種審議会へは公募委員及び若者・女性委員の拡大を図り、また必要に応じアンケ

ート調査等を行いサイレント・マジョリティの意見を収集するなど、村政に多様な村

民の意見を反映させるよう努める。 

実施計画 Ｒ２取組状況・評価 Ｒ３取組状況・評価 

【全庁】 

委員の人選においては、専

門的な知識を有する方や、若

者や女性委員を登用するな

ど、様々な分野の方を選出す

る。 

また、審議会等について

は、開催方法、開催時間、報

酬等の見直しを行うなど、若

者・女性が参加しやすい環境

づくりを図る。 

各部署で鋭意対応している

が、女性委員の登用に苦慮し

ている。 

令和３年４月に改選された

農業委員12名中、４名の女

性委員が誕生した。また、

村の施策を住民目線で評価

する「行政評価委員会」は

７名中１人は女性委員とし

するなど、各課で審議会等

に女性委員を登用するよう

努めているが、まだまだ少

ない状況。 

 

 

３ 組織・機構、定員・給与 

（1）庁内の情報共有・調整体制の確立 

  毎週定例の課長会の開催等を通じ、庁内各課・局間の情報共有、事業の横断的調整

を行う体制をつくる。 

実施計画 Ｒ２取組状況・評価 Ｒ３取組状況・評価 

【全庁】 

 毎週月曜日の朝礼の際に、

全課がその週の重要な行事、

イベント情報などを全職員

に伝え、かつ、デスクネッツ

のグループウェア等の活用

により職員間の情報共有を

図る。 

 また、課長会、課会及び職

員研修等により全庁の連携

を強化する。 

概ね実施計画に基づく対応

がとられている。 

取組は定着して来ており、概

ね実施計画に基づく対応が

行えている。 

【総務課】 

クラウド等を用いたより

効率的な情報システムの構

築を進める。 

概ね対応できているが、引き

続き適切なシステムの検討

を重ねる。 

 

国でも自治体ＤＸ推進の取

組みが始まった。国の動向を

みながら、タイミングを見極

め対応していく。 
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【総務課】 

公文書、公文書の電子デー

タの保有年数等を定めた管

理基準を構築する。 

令和3年度中の構築を目指し

たい。 

 

公文書の種別について整理

を行い、構築を目指す。 

 

（2）組織の見直し 

行政需要の変化に的確に対応するため、必要に応じ課・係等の組織全般の見直しを行

う。また、限られた人員で質の高い行政サービスを提供するため、各課・係ごとの人

員数の固定化を排除し、事務事業量に応じ弾力的な人員配置を行う。 

実施計画 Ｒ２取組状況・評価 Ｒ３取組状況・評価 

【全庁】 

 役場庁舎内の課・係の配置

場所については住民本位な

ものとするとともに、庁舎内

施設の有効な活用を図るよ

う、検討の機会を設ける。 

課長会などをベースに調整

している。 

課長会等の際に検討・調整

を行っている。 

 

（3）定員の適正化 

行政需要は増大しているが、事務事業の精選やスクラップ＆ビルド、効率的な事務処

理に努め、職員定数の適正化を図る。また、職員採用は、将来的に業務に支障をきた

さないよう、長期的視野に立ち年齢層の偏りの是正等を考慮して計画的に行う。 

実施計画 Ｒ２取組状況・評価 Ｒ３取組状況・評価 

【全庁】 

 定員管理計画の策定によ

り、会計年度任用職員を含め

た総職員数の適正化を図る。 

正規職員に比べ、会計年度

任用職員数の増加が顕著で

あるため、事務事業量を見

極め柔軟に対応したい。 

正規職員に比べ、会計年度

任用職員の比率が増加し

てきているため、業務内容

や事務量を見極め柔軟に

対応する。 

 

（4）給与の適正化 

社会経済情勢等を踏まえ、給与制度や諸手当等については随時見直しを行い、適正化

を図る。 

 

 

４ 人材育成・職場環境 

（1）人材の育成・活用 

  平成21年10月に策定した「豊丘村職員育成基本方針」に基づき、行政の本来担うべ

き領域をきちんと理解した上で、時代の変化や高度化・複雑化する行政課題に適切か

つ柔軟で自律的に対応できる職員の育成に努める。また、人事評価制度を職員育成の

機会としても有効に活用する。 
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実施計画 Ｒ２取組状況・評価 Ｒ３取組状況・評価 

【総務課】 

 職員の危機管理能力の向

上を図るため、リスクマネジ

メントに係る研修の拡充及

び職員の注意喚起、意識啓発

を実施する。 

引き続き、研修・啓発に努

める。 

引き続き、研修の機会等を設

けて、啓発に努める。 

【総務課】 

 インターネット、磁気媒体

等の取扱いについて、豊丘村

情報セキュリティポリシー

を徹底するとともに、定期的

に職員研修を実施し個人情

報漏えい対策を職員に徹底

する。特に、マイナンバーを

含む特定個人情報の取扱い

にあたっては、研修等を通じ

た全職員の意識向上を図る

とともに、厳正に対応する。 

定期的な職員研修により、

適時対応している。 

 

定期的な職員研修により、適

時対応している。特に、マイ

ナンバーを含む特定個人情

報の取扱いについては、取扱

規程が定められているため、

厳正に対応する。 

【総務課】 

 年間計画に基づいた一般

研修や専門研修等の充実・強

化を図り、職員のレベルアッ

プを目指す。また、職員の研

修ニーズや能力・適性に応じ

た研修内容の見直しや各研

修の効果を検証し、効率的・

効果的な研修の実施に努め

る。 

一定程度の研修は実施で

きている。 

一定程度の研修は実施でき

ているが、新型コロナの影響

により、参集型の研修から、

Ｗｅｂ等による参加型の研

修も増えて来ており、内容に

応じて効果的な研修方法を

選択し、実施していく。 

【総務課】 

 県、他の地方公共団体等と

の人事交流を実施し、職員の

能力の向上等を図る。 

民間研修と県への派遣研

修を状況に応じて実施し

ている。 

R3は県庁派遣を予定する

が、新型コロナの影響など

で県からの派遣は困難な

状況。 

職員育成の観点から、若手・

中堅職員を対象に、県や広域

連合への派遣研修を今後も

実施していく。 
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【総務課】 

 人事評価制度の運用によ

り、職員の主体的な職務遂行

や自己啓発を促し、職員の人

材育成と組織の活性化を図

る中で、組織目標を達成して

いく。 

人事評価制度については、

定着しつつあるが、制度の

目的が達成されるよう、円

滑な運用を引き続き調整

する。 

人事評価制度については定

着しつつあるが、制度の目的

が達成されるよう、円滑な運

用を引き続き調整する。 

【総務課】 

 服務規律や法令順守、公務

員倫理等を職員研修等によ

り徹底する。また、村民との

信頼関係構築の基礎となる

ホスピタリティのある接遇

の向上を図るため、接遇研修

を実施する。 

研修の機会が少ない感が

あるが、他の研修内容と調

整して、適切に開催した

い。 

接遇研修などを実施してい

るが、今後も他の研修内容と

の調整を図る中で、適切に実

施していく。 

 

（2）働き方改革 

職員のマンパワーに限界があることを認識した上で、村民にとって真に必要な事業・

業務を精選して実施するとともに、これまでの仕事のやり方を大胆に見直し、必要度

の低い仕事を思い切ってやめるなど事務の効率化により超過勤務の縮減に努め、職員

のワーク・ライフ・バランスの推進を図る。 

実施計画 Ｒ２取組状況・評価 Ｒ３取組状況・評価 

【全庁】 

 職員のモチベーションア

ップを図り、自律的に職務に

取り組める環境づくりを行

うとともに、職員のメンタル

ヘルス対策及び職場でのハ

ラスメント防止対策のため、

仕事や私生活の悩み等を気

楽に上司や外部相談員に相

談できる体制を整備する。 

ストレスチェックやハラ

スメント相談員の配置に

より、対策や対応をとって

いるが、不足する部分がな

いか検証が必要。 

ストレスチェックやハラス

メント相談員の配置により、

対策や対応を行っているが、

不足する部分がないか今後

も検証していく。 

【総務課】 

 時間外勤務の縮減に向け、

より実効性の高い方策を検

討し、全庁的に取り組む。ま

た、年次休暇、育児休業制度

等を積極的に活用するため

の方策について検討する。 

時間外勤務時間は全庁的

に減少傾向にあるが、部署

ごとのバラツキが大きい

状況のため、引き続き改善

を検討する。 

休暇の取得対策もとって

いるが、大きく改善してい

時間外勤務時間は全庁的に

減少傾向にあるが、部署ごと

のバラツキが大きい状況の

ため、引き続き改善を検討す

る。 

休暇の取得対策を再確認し、

改善を図っていく。 
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ない。 

【総務課】 

 職員の心身の健康の保持

増進のため、健康管理のサポ

ート、外部相談員によるメン

タルヘルス対策等の充実を

図る。 

概ね対応できている。 サポート及び相談の体制に

ついては、概ね対応できてい

る。 

（3）ＡＩ・ＲＰＡの活用 

近年、発達の著しいＡＩ（人工知能）、ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメ

ーション）を業務に積極的に活用し、職員の業務の軽減を図る。 

 

 

５ 行政サービスの向上 

（1）電子申請等の導入 

  村民の利便性を考慮し、施設予約システムの導入など各種行政手続きがインターネ

ット上で行える環境を整備する。 

実施計画 Ｒ２取組状況・評価 Ｒ３取組状況・評価 

【総務課】 

 生活・緊急情報アプリを構

築する。 

R元より本格的な検討を進

め、R3に構築予定。 

Ｒ３の運用開始を目指して

取り組んでいる。 

【税務会計課】 

 現在行っている休日・時間

外の各種証明書等の交付サ

ービス及び月末の夜間収納

日を、積極的に住民に周知す

る。 

有線(音声放送)、広報誌で

取り組み。利用者は多くな

いが、住民にはサービスが

浸透している。コンビニ交

付・収納の導入でサービス

向上を図る。 

有線(音声放送)、広報誌で

取り組み。利用者は多くな

いが、住民にはサービスが

浸透している。コンビニ交

付・収納の導入でサービス

向上を図る。 

【税務会計課】 

 住民からの申請書類につ

いては書式の簡素化を図る。

また、税・公共料金等の支払

については、口座振替制度の

推進を図るとともに、キャッ

シュレス決済、コンビニ納付

の導入について検討する。 

 キャッシュレス決済につ

いては導入作業中。(R3.8完

了予定) 

より良いシステムとなるよ

う、関係する係と協力。 

コンビニ収納、キャッシュ

レス決済についてはR3.12

より稼働。村の手数料負担

の少ない口座振替制度の

推進を継続する。 
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（2）広報・情報提供の充実 

行政情報を広く村民に伝えるため、また村主催のイベント情報等を広く村内外に発信

するため、ＣＡＴＶ（番組、データ放送）、ＳＮＳ、携帯メール配信、ホームページ、

紙媒体（広報誌）等、発信する情報に適した媒体を選定し情報発信を行う。 

実施計画 Ｒ２取組状況・評価 Ｒ３取組状況・評価 

【総務課】 

 ホームページ、ツイッタ

ー、Facebook、YouTube等を

さらに積極的に活用し、村内

のみならず村外の人々にも

村の情報を発信する。 

 また、情報を常に最新のも

のにするよう、各課でホーム

ページの掲載情報の更新を

徹底する。 

ホームページによる情報発

信が主体な状況となってい

るが、R3からはSNSの運用方

法を整理して積極的に活用

したい。 

ホームページの掲載情報の

チェックをさらに徹底する

必要もある。 

有線の音声告知端末に替

わる防災アプリの導入を

進めているが、この中で防

災・行政情報の様々な媒体

（ＳＮＳや携帯電話メー

ル）への一元配信システム

を構築も含めて取り組ん

でいる。 

 

【総務課】 

 全職員に対して定期的に、

同報無線及び緊急配信メー

ルに関する講習を実施し、発

信基準や作業手順、伝達方法

について徹底する。 

一層の徹底を図ることとし

たい。 

防災訓練等の際に訓練の

一環に取り入れる等、一層

の徹底を図っていく。 

 

 

 

６ 財政健全化 

（1）歳入の確保 

自主財源の中核をなす村税等の適確な課税と徴収率の向上を図るとともに、産業振興

や企業誘致、定住人口増による税収入の増加を図る。また、施設の使用料や手数料の

見直しを行うなど、受益者負担の適正化を図る。 

また、事業の実施に当たっては、特定財源確保のため、特別交付税や国・県補助金、

交付税措置のある有利な起債を積極的に活用する。 

実施計画 Ｒ２取組状況・評価 Ｒ３取組状況・評価 

【税務会計課】 

 村税等の公平性・平等性を

確保する観点から、長期滞納

者には滞納処分を実施するな

ど厳正に対処し、徴収率の向

上に努める。 

厳正対処、徴収率向上に努

め、更に滞納整理機構への

委託も検討する。 

厳正対処、徴収率向上に努

め、更に滞納整理機構への

委託も検討する。 
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（2）歳出の抑制 

予算執行における「使いきり」という概念の払拭とコスト意識を徹底し、電気代、コ

ピー・印刷代、ガソリン代、旅費、郵送料の経常経費や時間外勤務手当等の削減に向

けて全庁的に取り組む。 

実施計画 Ｒ２取組状況・評価 Ｒ３取組状況・評価 

【全庁】 

 物品、事務用機器等の購

入・リースは総務課による集

中管理を徹底する。郵送経

費、印刷経費や紙の使用量の

節減に努める。出張の人員は

最小限とし、遠方への出張は

他町村との相乗り、高速バス

を活用するなど旅費の節減

に努める。事務の効率化によ

る超過勤務の減少を図る。 

実施計画に基づく取り組み

をしているが、更なる徹底

に努める。 

新型コロナウイルスの影

響でWeb会議が増加し、高

速代、ガソリン使用料が減

少した。 

物品の購入、印刷機の使用

については、節約の意識を

さらに職員に徹底する。 

 

（3）第三セクターの経営健全化 

村が出資している第三セクターについては、健全な経営が行われるよう常に留意を

払う。 

 

 

７ 公共施設の管理 

（1）「公共施設総合管理計画」「個別施設計画」による管理 

【全庁】 

 社会経済情勢の動向を見極

めながら受益者負担の適正化

を図る。 

適時の適正化に努めてい

るが、全庁を挙げて引き続

き取り組む。 

予算編成の中で検討を進め

る。 

【総務課・産業建設課・税務

会計課】 

 企業に対する税の優遇制度

を積極的にＰＲするなど企業

誘致に努めるとともに、宅地

造成等による人口増対策を実

施し、税収の増加を図る。 

一定程度の成果がみられ

るため、引き続き、関係課

で連携をとって推進する。 

一定程度の成果がみられる

ため、引き続き、関係課で

連携をとって推進する。 

宅地造成については、地区

と連携し適地への造成を進

めている。 

【総務課】 

 産業の振興及び村のＰＲを

図るため、ふるさと納税制度

の更なる展開、拡充を行う。 

返礼品の地域農産物の対

応できる量が限界にある

ため、拡充を図るための方

策の検討が必要。 

総務省の示す基準に合うよ

う、寄附額の見直しを行っ

た。 
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村が保有する公共施設については、これら施設の長期的・計画的な管理に関する方針

を定めた「公共施設等総合管理計画」及び「個別施設計画」に基づき、計画的な補修

による長寿命化、他用途への転換、取壊し等を行っていく。 

 

実施計画 Ｒ２取組状況・評価 Ｒ３取組状況・評価 

【全庁】 

 全施設の利用状況、管理の

あり方について点検し、利用

率の低い施設については、利

用促進の周知を行うととも

に施設の改善や他用途への

転換を含めた改善策を講じ

る。 

全庁を挙げて対応している

が、個別施設計画の内容を

毎年度検証し、総合的な管

理に努める。 

個別施設計画の内容を毎年

度検証し、総合的な管理に

努める。 

 

（2）指定管理者制度の活用 

  公共施設の管理運営の効率化のため、施設本来の役割と機能、住民サービスへの影

響等を十分考慮した上で、企業や団体等の民間が有するノウハウや機動性が期待でき

る業務について、指定管理者制度の導入を推進する。 

 

 

Ⅳ 実施方法 

① 村長、副村長、教育長、課等の長で構成される「行政改革推進本部会」を設置し、

取組みを進める。 

② 各年度において、大綱に基づく今後３年間の数値目標、具体的な取組内容を定めた

「実施計画」を策定する。 

③ 「実施計画」の取組状況は、本部会で随時点検する。 


